
2021年 4月 1日 

 

 

株式会社 西山製作所 行動計画 

 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うた

め次のように行動計画を策定する。  

 

 

〇 計画期間 2021(令和 3)年 4月 1日～2024(令和 6)年 3月 31日までの 3年間 

 

〇 内  容 

 

目標 ： 有給休暇取得率を 2020年度対比 5%以上増加させる。 

  

 

〇 取組内容・実施時期 

 

取組内容： アニバーサリー休暇の利用促進 

 

2021(令和 3)年 4月～ 休暇取得キャンペーン告知 

 

2022(令和 4)年 4月～ 取得状況のフィードバック開始 

 

 

 

 

※当社は神奈川労働局雇用環境・均等部に「次世代育成支援対策推進法」に 

基づく「一般事業主行動計画」を上記記載のとおり届出しています。 

 

管 理 部 


